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伊佐市農業委員会第６回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年９月 29 日（火）午前 9 時 00 分から 10 時 08 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （25 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 12 番委員 5 番推進委員 14 番推進委員

6 番推進委員 15 番推進委員

7 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （1 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ８番委員   ９番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「非農地証明願」について 

議案第６号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指定）

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和２年度 第６回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

利用状況調査は暑い時期での調査でしたがお疲れ様でした。提出が今日

までとなっていたわけですが、本日提出されなかった方については近いう

ちに必ず提出をお願いいたします。 

１０月から稲刈りが本格化しますが、体には気を付けて活動を続けてい

ただければありがたいと思います。 

本日の出席人数は１２名で、規定に達しておりますので、総会は成立い

たします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

８番農業委員と９番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページ農地法による解約が１件です。 

資料２ページ、農業経営基盤強化促進法による解約が４件です。 

以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 



 3 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議案第 1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定のうち所有権移転について説明いたします。 

３ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、愛知県半田市乙川町に居住されている ＩＴさん

です。 

譲受人は、伊佐市菱刈川北に所在する農地所有適格法人で認定農業者の 

株式会社 Ｋ農場さんで、経営面積は２０５，５６８㎡です。 

土地の所在地は伊佐市菱刈川北字西山３７６７番３で、地目は畑、地積

は１，３０８㎡です。 

菱刈中学校から西へ約５００ｍに位置し、農用地区域内農地に指定され

ている良く管理された農地です。 

続きまして貸借について説明いたします。 

８ページの総括表をご覧ください。 

期間は３年から２０年で、面積は田５７,８８９㎡、畑１，８０５㎡の

計５９,６９４㎡です。利用権を設定する者の数１５名、利用権の設定を

受ける者の数１４名です。 

土地の詳細につきましては、４ページから７ページ番号１番から１７番 

のとおりです。以上説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番から６番まで一括で報告をお願いします。 

質問される方は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る９月２７日に現地調査をいたしましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６４歳です。 

渡し人 ＯＨさんは、千葉県習志野市香澄に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字大脇原３８６６番１で、地目は田、地積は

４７１㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は８，４６９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約０．５kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る９月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＨＹさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は５５歳です。 

渡し人 ＨＩさんは、神奈川県横浜市鶴見区市場大和町に居住され、年

齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字荒神林８３７番２で、地目は田、地積は

５００㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は、４１，９４１㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約１．５kｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る９月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＫＭさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＨＮさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字澄落１６６０番で、地目は田、地積は２，

８４６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５４，０５０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は４名で、通作距離は約０．２kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る９月１７日に現地調査をいたしましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＳＴさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 倉野 教安さんは、鹿児島市明和１丁目に居住され、年齢は７

９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字竹下１９５８番１で、地目は田、地積は２

４３㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５，５６１㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．２kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

ります。 

 

整理番号６番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る９月２４日に現地調査をいたしましたの

で、私２番が報告いたします。 

申請人 ＭＹさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は４４歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字中向９６７番外８筆で、地目は田７筆、地

積は７，５１６㎡、畑２筆で、地積は６８９㎡の地積合計８，２０５㎡で

所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は今回の贈与分８，２０５㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は３名で、通作距離は約２．０kｍで、現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号３番を除く報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番、及び整理番号４番から６番について、許可するこ

とに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番、及び整理番号４番から６番については許可

が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、この案件については８番農業委員のご主人が譲

受人になっていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

づき、議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いし

ます。 

 

（８番農業委員退席） 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る９月２３日に現地調査をいたしましたの

で、私５番が報告いたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は７３歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字上斉２２０１番１で、地目は田、地積は２

１５㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は４３，６４７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．４kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番については許可が決定いたしました。 

 ここで８番農業委員の入席をお願いします。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（８番農業委員入席） 

 

 ８番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数６件について、６件の許可が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」

の意見決定について提案いたします。 

整理番号１番について１１番農業委員の報告を求めます。 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」

の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去る９月２３日、 

申請人の代理人 ＹＹさん立会いのもと、１番推進委員、１０番推進委員、

私１１番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたし

ます。 

申請者は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＨＭさんで、年齢は９０

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字江川尻１０８３番１で、地目は畑、地積は

２２４㎡です。 

用途区分変更目的は農業用倉庫が狭くなり新規に農業機械倉庫を建築

するもので、周囲の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思

われます。 

所在地は、下手消防詰め所から北西へ約１５０ｍに位置し、現況は良く

管理された畑で、東側は宅地、西側は田、南側は宅地、北側は道路を挟ん

で宅地です。 

添付書類として、農用地利用計画の変更に係る意見書、農用地利用計画

変更申出書、地積図、全部事項証明書、委任状が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）申出」

の意見決定について、申請件数１件について、１件の意見が決定いたしま

した。  

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る９月２３日、申請人の代理人 Ｋ

行政書士立会いのもと、７番推進委員、１１番推進委員、私１０番農業委

員３名で共同調査を行いましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口里に所在する 有限会社Ｋ 代表取締 ＫＫさん

で、一般法人です。 

譲渡人は、鹿児島市薬師二丁目に居住されている ＨＡさんで、年齢は

８１歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２５３７番１で、地目は田、地積は

４６４㎡です。 

転用目的は資材置場、農地区分は第３種農地で使用貸借になります。 

所在地は、大口高校から西へ約４００ｍに位置しており、南側は宅地、

東側は雑種地、北側は道路、北側は宅地で周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る９月２３日、申請人 ＭＴさん

立会いのもと、３番推進委員、５番推進委員、私１２番農業委員の３名で

共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＭＴさんで、年齢は３５ 

歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＭＴさんで、年齢は６７

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字狩迫２２８６番で、地目は畑、地積は７５

９㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有権

移転贈与であります。 

所在地は、千鳥園から北へ約３００ｍに位置し、南側は畑、東側は水路

を挟んで道路、北側は宅地、西側は畑で周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番につい、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る９月２３日、申請人の ＹＹさ

ん立会いのもと、１番推進委員、１０番推進委員、私１１番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＹＹさんで、年齢は４９

歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＨＭさんで、年齢は９０

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字江川尻１０８３番１で、地目は畑、地積は

２２４㎡です。 

転用目的は農業用倉庫で、農地区分は農用地区域内農地で、所有権移転

売買であります。 

所在地は、下手消防詰め所から北西へ約１５０ｍに位置し、東側は宅地、

西側は田、南側は宅地、北側は道路を挟んで宅地で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る９月２３日、申請人の代理人 Ｏ

行政書士立会いのもと、８番推進委員、１３番推進委員、私２番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口原田に居住されている ＳＳさんで、年齢は５３

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口原田に居住されている ⅠＲさんで、年齢は７２

歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字松ケ迫２２７８番５で、地目は畑、地積は

１，４８５㎡です。 

転用目的は資材置場で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有権

移転売買であります。 

所在地は、ルミエール伊佐の南に隣接しており、南側は宅地と畑、東側

は宅地、北側はルミエール伊佐、西側は瀬崎建材の資材置場で周囲に与え

る影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番について、去る９月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士の代理人 Ｔ不動産のＴさん立会いのもと、８番推進委員、１３

番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報

告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口里に居住されている ＭＴさんで、年齢は４２歳

です。 

譲渡人は、薩摩川内市平佐町に居住されている ＨＹさんで、市外住民

です。 

申請地は、伊佐市大口里字本町１９６４番１で、地目は畑、地積は３７

１㎡です。 

転用目的は駐車場で、農地区分は第３種農地で、所有権移転売買であり

ますが、令和２年３月頃、雨による水たまりを回避するためシラスでかさ

上げしたとのことで、始末書が添付してあります。 

所在地は、大口庁舎から東へ約１００ｍに位置しており、南側は宅地、

東側も宅地、北側も宅地、西側は道路で周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、始末書、委任状

等が添付されております。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号６番について、去る９月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、３番推進委員、５番推進委員、私１２番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、三重県四日市市生桑町に所在する 株式会社 Ｋで一般法人

です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＴＫさんで、年齢は６８

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字神之小野４０１２番３５で、地目は畑、地

積は３，９６３㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、楠元渓流公園から南東へ約２ｋｍに位置しており、南側は山

林、東側も山林、北側も山林、西側も山林で周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８８枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番、８番については、譲受人が同一で関連事業のため一括で

報告をお願いします。９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番、８番について、去る９月２３日、申請人の代

理人 Ｔ行政書士及びコンサルタントの ＭＨさん立会いのもと、４番推

進委員、９番推進委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

９番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市明和四丁目に居住されている ＳＳさんで、市外住

民です。 

整理番号７番の譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＮＭさん

で、年齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１７４番１で、地目は畑、地積

は８１５㎡です。 

整理番号８番の譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＭＹさん

で、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１７３番１外１筆で、地目は畑、

地積は合計１，１５６㎡で、３筆の地積合計１，９７１㎡です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、本城小学校の西南西約１ｋｍに位置しており、北側は道路を

挟んで空き工場、東側と南側は太陽光発電施設、西側は宅地で周囲に与え

る影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２５６枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番、８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番、８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号９番について、去る９月２３日、申請人の代理人 Ｍ

行政書士立会いのもと、４番農業委員、７番農業委員、私８番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県上天草市大矢野町上に所在する 株式会社 Ｔで、一

般法人です。 

譲渡人は、埼玉県所沢市中新井四丁目に居住されている ＷＲさんで、

市外住民です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口小木原字大丸３６２番１２３、地目は田、地積は

４２７㎡、同じく字大丸３６２番１２４、地目は畑、地積は５４１㎡で２

筆合計９６８㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、郡山八幡神社より北へ約３００ｍに位置しており、北側は雑

種地と宅地、西側は国道、東側は畑、南側は国道で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１８０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１０番について、去る９月２３日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、４番農業委員、８番農業委員、私７番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県上天草市大矢野町上に所在する 株式会社 Ｔで、一
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

般法人です。 

譲渡人は、埼玉県八潮市八潮四丁目に居住されている ＮＴさんで、市

外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈花北字水天元５６８番１４、地目は畑、地積は１，

０７７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、重留簡易郵便局より北西へ約４００ｍに位置しており、南側、

西側は農道、北側も農道、東側は畑で周囲に与える影響はないと思われま

す。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１９６枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１１番について、去る９月２３日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、４番農業委員、７番農業委員、私８番農業委員
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

の３名で共同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県上天草市大矢野町上に所在する 株式会社 Ｔで、一

般法人です。 

譲渡人は、熊本県菊池郡大津町大字杉水に居住されている ＩＭさん

で、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１２８番、地目は田、地積は１，

０７２㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、本城小学校より北へ約１ｋｍに位置しており、東側は宅地、

西側も宅地、南側は田、北側は太陽光発電施設で周囲に与える影響はない

と思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１８８枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１２番については、６番農業委員が譲渡人になっていますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事に参与でき

ませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 
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４ 番 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（６番農業委員退席） 

 

４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１２番について、去る９月２３日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、７番農業委員、８番農業委員、私４番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県上天草市大矢野町上に所在する 株式会社 Ｔで、一

般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口曽木に居住されている ＨＴさんで、年齢は７２

歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字光神山３５２２番２外１筆で、地目は畑、

地積は合計２，０３６㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、曽木小学校より北西へ約５００ｍに位置しており、東側は田、

北側は宅地、西側も宅地、南側は畑で周囲に与える影響はないと思われま

す。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２４０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 
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議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、処分決定いたしました。 

ここで６番農業委員入席をお願いします。 

 

（６番農業委員入席） 

 

 ６番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１３番、１４番については、譲受人が同一で関連事業のため一

括で報告をお願いします。７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１３番、１４番について、去る９月２３日、申請人

の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、４番農業委員、８番農業委員、私７

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町に所在する ＳＵ株式会社 代表取

締 ＮＭさんで、一般法人です。 

整理番号１３番の譲渡人は、広島県福山市東川口町に居住されている 

ＭＭさんで、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６０番で、地目は畑、地積は１，

４４３㎡です。 

整理番号１４番の譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＳＳさ

んで、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６４番１で、地目は畑、地積は５

４１㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、徳辺簡易郵便局から東へ約５００ｍに位置しており、東側は

農道、南側、北側は畑、西側山林で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番、１４番について、処分決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番、１４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１４件について、１４件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番、２番について、一括で報告をお願いします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第５号非農地証明願についてのうち、番号１番につきまして、去

る９月２３日、Ｔ行政書士立合いのもと、事務局で現地調査を行いました

ので報告いたします。 

申請人 ＭＨさんは、伊佐市大口鳥巣に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字松木原１４１４番５、地目は畑、地積は

１８６㎡です。 

所在地は、大口文化会館から西へ約８００ｍに位置し、東側は宅地、

西側は畑と山林、南側は宅地、北側も宅地となっています。 

非農地になった時期及び理由としては、平成２年月日不詳より駐車場

を整備し、又、倉庫も建築し現在に至っており、今後も農地として利用す

る予定がない事から今回非農地証明を願い出るものです。 

調査の結果、この申請については農地性は喪失しており、農地への復

旧は困難であると判断しました。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図、委任状が提

出されています。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

続きまして、番号２番につきまして、去る９月２３日、Ｔ司法書士立合

いのもと、事務局で現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、姶良市平松に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口大田字小緑６４８番１外２筆で、地目は田、地

積は合計７２０．０４㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北西へ約２００ｍに位置し、東側は宅

地と国道、西側は田、南側も田、北側は宅地となっています。 

非農地になった時期及び理由としては、平成５年以前より耕作を放棄

し不耕作のまま現在に至っており、今後も農地として利用する予定がない

事から今回非農地証明を願い出るものです。 

調査の結果、この申請については農地性は喪失しており、農地への復

旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図、委任状が提

出されています。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わ

ります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、非農地として証明することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号「非農地証明願」について２件申請のうち２件の許可が決定

いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議案第６号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について提案いたします。 

整理番号１番、２番について、一括で報告をお願いします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第６号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について、事務局よりご説明いたします。 

番号１番の申請人 ＮＹさんは伊佐市住民の方です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫１７３６番１６５で、ジャパンファ

ームから南東７００ｍに位置し、地目は畑、地積は９６１㎡で、現在は自

己保全管理されている農地です。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規定により特例農

地の区域指定として、別段問題はないと思われます。 

番号２番の申請人 ＭＭさんは愛知県岡崎市の方です。 

申請地は、伊佐市大口里字小水流１７０３番３で、大口庁舎から南西９

００ｍに位置し、地目は畑、地積は３６４㎡で、現在は自己保全管理され

ている農地です。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規定により特例農

地の区域指定として、別段問題はないと思われます。 

 委員皆様のご審議方よろしくお願いたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番指定）について決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番指定）について決定いたしました。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について２件申請のうち２件の許可が決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。９月の月例報告をします。 

４日、９月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２９日、本日ですが第６回

農業委員会総会です。 

１０月の行事予定ですが、５日に１０月の定例常設審議委員会が鹿児島

市であります。２３日が現地調査です。３０日が第７回農業委員会総会で

す。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第６回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時０８分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ８  番     

                   

伊佐市農業委員     ９  番    

 

 


